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参

初
期

の
國
清
寺
教
團

に
よ

つ
て
螢
な
ま
れ
た
行
事
規
範
を

み

る

に
は
、
「
國

清
百
録
」
所
牧

の

「
立
制
法
」

に
よ
る
の
が
便

利
で
あ

る
。
「
立

制

法
」

は
十

ヶ
條
よ
り
な
る
が
、
序

の
文
意

に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
天
台
大
師
智
顕
が
再
度
天

台
山
に
入
山
し
た
際

(
五
九
五
)

に
、
修
道

に
怠
惰
な
當
時

の
山
衆
を

み
て
、

大
師
自
ら
が
制
定
さ

れ
た
も

の
で
あ
る

こ
と
が
知

ら
れ
る
。
先
ず
、
第

一
條

に

よ
れ
ば
、
大
師

の
弟
子

に
は
、
濁
行

と
依
衆

と

の
二
種

類

の
あ

り

方

が
あ

つ

た
。
し
か
る
に
今
、

こ
こ
天
毫
山

の
衆
徒
は
、
周

ね
く
依
衆

の
行
人

で
あ

る
。

そ
の
修
道
方
法
は
、
さ
ら

に
、
依
堂
坐
灘
、
別
場
繊
悔
、
知
僧
事

の
三
種
類

に

大
別
さ
れ
る
。
(
1
)
、
依堂
坐
輝

に
つ
い
て
は
、
第

二
條
、
第
三
條

に
お
い
て
、

(2
)
、別
場

戯
悔
に

つ
い
て
は
、
第

四
條
に
お

い
て
、
(3
)
、
知僧
事

に

つ
い
て
は
、

第
五
條

に
お
い
て
規
定
し

て
い
る
。

つ
づ

い
て
第

六
條
以
下
、
第
十
條

に
お

い

て
は
、
第

六
條
、
第

七
條

に
お

い
て
、
二
時

の
食
、
あ
る

い
は
非
時

の
食

に

つ

い
て
の
、
第
八
條
、
第
九
條

に
お
い
て
は
、
僧
衆

の
諄
計
、
あ

る
い
は
作

謳
に

つ
い
て
の
誠

め
を
説
き
、
第
十
條

に
お

い
て
は
、
臓
悔

の
意
義

を
説

い
て
、

先

の
九
制
が
蓮
守
さ
れ
る

べ
き

で
あ
る

と
強
調
す

る
。
こ
こ
で
は
特

に
、
依

堂
坐

琿

、
別
場
繊
悔
、
知
僧
事

の
修
道
法

に
つ
い
て
考
察

し
て
み
た
い
。

(1)
依

堂
坐
暉

。
第

二
條
に
、
「
依
堂
之
僧
、
本

以
四
時
坐
繹

六
時

禮

佛
、

此
爲
恒
務

」
と
規
定

し
て
い
る
。
四
時
坐
輝

の
四
時

は
禮
佛

の
六
時

と
思

い
合

わ
せ
る
時
、

い
わ
ゆ

る
日
夜

四
六
時
中

と
い
う
ほ
ど

の
観
念

で
は
な
く
、
具
禮

的
な
時
刻

を
名
指

し
て
い
る
の
は
明
ら
か

で
あ
る
が
、

こ

の
限

り
で
は
そ
れ
が

何
で
あ
る
の
か
明
確

で
な

い
。
あ

る
い
は
後
世

の
暉

宗
清
規

に

い
う
、

黄
昏
、

後
夜
、
早
辰
、
哺
時

の
四
時

の
坐
輝

に
か
な
り
近

い
も

の
で
あ

つ
た
か
も
知
れ

な

い
。
又
、
禮
佛

の
六
時
は
、
百
録
所
牧

の

「
敬
禮
法
」
に
よ
れ
ば
、

農
朝
、

午
時
、
哺
時
、
初
夜
、
中
夜
、
後
夜

の
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
六
時

の
禮

佛
は
、

東
晋
時
代

の
繹
道
安

に
始

ま
つ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
六
時
行
道

の
實

践
者
た

ち
は
、
高
僧
傳
類

で
か
な
り
の
数

を
指
摘

で
き
る
が
、
そ

の
六
時

の
禮

佛

の
行

儀
が
そ
れ
ぞ
れ
に
共
通

し
た
も

の
で
あ

つ
た
か
否

か
は
解
ら
な

い
。
し

か
し
、

大
師

の
六
時

の
禮
佛

は
四
時

の
坐
繹

と
密
接

な
關
係
を
も

つ
て
行
じ
ら
れ

て
い

た

こ
と
は
確

か
で
、
弟
子
を

し
て

「
先
師
之
法
與
諸
寺
有
異
、
六
時
行

道
四
時

坐
繹
、
庭
別
行
異

」
(
百
録
巻

三
)
と

い
わ
し
め
て
い
る
よ
う

に
、
そ

れ

は
初

期
國
清
寺
教
團

の
轡

り
で
あ

つ
た
。
特

に
、

四
時

の
坐
灘
は
書
期
的
な
行
儀

で

あ

つ
た
。

(2)
別

場
俄
悔

。
第

四
條

に
、

「
別
行

之
意
、
以
在
衆
爲
緩

故
、
精

進

勤

修

四
種
三
昧
、
而
假
託
道
場

不
稻

別
行

之
意
」
と
規
定

し
て
い
る
。
別
場
臓
悔

と

は
、
す
な
わ
ち
四
種

三
昧

の
こ
と
で
あ
る
。
四
種

三
昧

は

「
摩
詞
止
観
」
巻

二

上
に
記
す
、
常
坐

三
昧

(
一
行
三
昧
)
、
常
行
三
昧

(
般
舟

三
昧
)
、
牛
行
牟
坐

三
昧

(
方
等

・
法
華
三
昧
)
、
非
行
非
坐

三
昧

(随

自
意

・
豊
意

三

昧
)

の

こ

と
で
あ
る
。

こ
こ
で
問
題

と
な
る

の
は
、
別
行
と
依
堂

と
の
關
係

で
あ

る
。
例

え
ば
、
「
法
華
三
昧
繊
儀

」
で
は
、

「但

し
、
四
時

の
坐
繹

は
全
廃

し
て
は
な
ら

な
い
」

と
あ
り
、

別
行

の
法
華

三
昧
を
行
ず
る
時

に
も
、
常
規

の
四
時

の
坐
輝

は
併
修
さ
れ
た
。
又
、

「
六
時

に

つ
い
て
、
悉
く
是

の
法

を
用

い

る
」

と

あ

る

か
ら
、
六
時

の
禮
佛

は
正
し
く
六
時

の
禮
佛
繊
悔

な

の
で
あ
る
。
さ
ら
に
非
行

非
坐

三
昧
に
属
す
る

「請
観
音

繊
法
」

で
は
、

「午
前

と
初
夜

の
み
上

の
方

法

を
施
用
す
る
。
鯨

時

の
坐
繹

と
禮
佛
と
は
常
儀

に
よ
る
」

と
記

さ
れ
、
又
、
「
金
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光
明
臓
法
」
に
は
、

「
こ
れ
は
午
前

の
方
法

で
、
飴
時

は
常
儀

の
如

く

せ

よ
」

と
あ

る
か
ら
、
別
場

繊
悔

の
諸
種

の
行
法
も
、

そ
れ
が
行

じ
ら
れ
る
時
刻

に
つ

い
て
み
れ
ば
、

四
時

の
坐
繹
、

六
時

の
禮
佛

の
常
儀

の
實
際

か
ら
逸
脱
す
る
よ

う
な

こ
と
は
な
く
、
大
衆

一
如
の
修
道
精
神

が
重
視

さ
れ
る

の
で
あ

る
。

㈲

知
僧
事

。
百
録

に
は

「
立
制
法
」

と
相
前
後

し
て
示
衆

さ
れ
た
と
思
わ

れ
る

「
訓
知
事
人
」

が
別

に
牧
録

さ
れ
て
い
る
。
知
事

と
は
大
衆

の
安
立
利
釜

を
計
り
、
修
道

生
活

の
諸
般

を
経
螢
す

る
こ
と

で

あ

る
。
大

師

は

こ

こ
で
、

「
一
色

一
香
無
非
申
道
」

の

一
實

の
佛
法
は
、
「
學
足
下
足
無

非

道

場
」
と

し

て
の
修
道

の
本
來
性

に
根
接
す

る
の
だ

と
示
す
。
例

え
ば
、
師
徒
数
百
を
擁
し

た
あ
る
寺
に
、
僧
衆

の
粥
飯
を
知

つ
た

一
僧

が
あ

つ
た
。
こ
の
僧

は
揮
講

の
時

を
大
切
に
し
、

わ
ず

か
に
読
法
を
聴

い
て
は
揚
簸
挑
汰
、

一
學
手

一
投
足

の
い

ち

い
ち
に

つ
い
て
專
心

に
修
道
し
た
。
そ
う
し
た
あ

る
日
、
竈

の
中
に
燃
え
蓋

き

て
い
く
薪
を
観

じ
て
い
た

こ
の
僧
は
、
忽
然

と
し
て
無
常

の
理

に
謹
契

し
た

の
で
あ

つ
た
と
い
う

。
さ

ら
に
、
南
岳
慧
思
暉
師

の
會
下

で
揮
定
第

一
と
謳

わ

れ
、
大
師
と
は
同
學

で
も
あ

つ
た
信
照
輝
師
は
、
僧
衆

の
齋
飲

に
い
た
く
心
を

埣
か
れ
た
人
で
あ

つ
た

と
い
う
。

こ
の
よ
う
な
例
話

に
よ

つ
て
大
師
は
、
山
衆

の
粥
飯
を
知

る
人

を
名
指

し
で
訓
誠
さ
れ
、

そ
の
作
務

が
そ
の
ま
ま
修
道

の
本

來
性
に
直
結
す

る
と
示
さ
れ
る
。
因
み

に
、
律

に
お

い
て
は
、
聖
衆

の
粥
飯

を

賄
う

の
は

「
浮
人
」
な

ど
と
呼
ば
れ
る
在
家
信
者

で
あ

つ
た
。
事
實
、
國
清
寺

(
1
)

敢
團

に
も
浄
人
は
存
在

し
た
の
で
あ

る
が
、

こ
こ
で
名
指

さ
れ
て
い
る

の
は
正

し
く
知
事

の

「
僧
」

で
あ

り
、
勢
働

の
債
値

に

つ
い
て
で
あ

る
。
又
、
梁
傳
所

載

の
、
法
顯
、
道

安
、
曇
諦
な

ど
の
各
傳

に
は
、

そ
れ
ぞ
れ

「
於
田
中
刈
稻
」
、

「
騙
役
田
舎
」、

「爲
衆
僧
探
薬
」

の
記
述

が
み
ら
れ
る
が
、

そ
れ
は
大
僧

と
な

つ
て
か
ら

の
勢
働

で
は
な
く
、
決
ま

つ
て
沙
彌

の
頃

の
勢
働

で
あ
る
。

以
上

で
、
天
台
山
國
清
寺

の
初
期

の
教
團

で
行
な

わ
れ
て
い
た
規
式

を
概
観

し

た
の
で
あ

る
が
、
そ
れ
は
、
四
時

の
坐
揮
、
六
時

の
禮
佛
、

二
時

の
食

で
概

括
さ
れ
、
適
時
を
選
ん

で
別
場
で
は
諸
戯
法
が
併
修
さ
れ
た

。
こ
れ
ら

の
常
儀

が
大
衆

一
如

に
行

ぜ
ら
れ

る
た
め
に
は
諸
知
事

が
要
請

さ
れ
、
山
衆

の
津
梁

た

ユ
イ
ナ
(
2
)

る
上
座

の
下

に
、
山
内

の
綱
紀
と
事
務

と
を
管
掌
す
る
維
那
、

二
時

の
粥
飯
を

司
る
知
事
な

ど
の
、
後
世

の
暉
宗
清
規

で
定
着
し
た
六
知
事

の
原
初
的
な
も

の

が
み
ら
れ
、
あ
ま

つ
さ
え
、
知
事

の
寺
内
勢
働
が
修
道

の

一
つ
の
あ
り
方

と
し

て
積
極
的

に
指
示
さ
れ

て
い
る
こ
と
は
特

に
注
意
し
た

い
。
書

は
僧
事

に
騙
馳

し
、
夜

は
坐
繹
し

て
曉
に
達
し
た
と
い
う
、
慧
文
繹
師
門
下

の
慧
思
繹
師

の
修

道
精
神
が
、
天
台
大
師

の
人
格

の
な
か
で
力
強
く
息
づ

い
て
い
る
の
で
あ

る
。

と

こ
ろ

で
、
問
題
は
、

一
僧

の
話
や
南
岳
慧
思
灘
師
會
下

の
信
照
輝
師

の
話
な

ど
に
よ

つ
て
、
天
台
大
師
在
世

の
當
時
、
「
立
制
法
」

に
類
似

す

る
、
あ

る

い

は
か
な
り
相
違
す

る
清
規
が
、
天
台
山
國
清
寺
以
外

の
寺
院

で
も
行
な

わ
れ
て

い
た
か
も
知

れ
な

い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
陳
末
階
初

の
盧
山

・
潭
州

・
荊
州

へ
の
長
族
が
、
天
台
蹄
山
に

つ
な
が
り
、
天
台
露
山

の
直
後

に

「
立
制
法
」
が

成
立
し
た
ら

し
い
こ
と
を
思
う
に

つ
け
、

こ
の
印
象
を
強
く
す

る
。
資
料
的
に

そ

の
事
實

が
論
謹

さ
れ
る
な
ら
、
歴
史

の
な

か
に
埋
没
し

て
い
る
初
期
輝
宗

の

清
規
思
想

の
形
成
過
程
は
、
さ
ら
に
明
瞭

な
も

の
と
な
る
に
違

い
な
い
。
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